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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２４年９月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年６月１日 １４時３７分ごろ 

発生場所 宮城県仙台塩釜港塩釜区 

塩竈市所在の塩釜漁港東防波堤灯台から真方位２２０°３５０ｍ付近 

（概位 北緯３８°１９.３′ 東経１４１°０２.９′） 

事故調査の経過 平成２３年６月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 廃棄物排出船 第五扇
せん

栄
えい

丸、１,５９８トン 

１３４９３３、富二栄海運株式会社及び富二栄産業株式会社 

７４.４１ｍ×１４.２０ｍ×７.１０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、２,６４７kＷ、平成８年９月 

Ｂ ケミカルタンカー 第八十二東洋
とうよう

丸、１,５２７トン 

１３３５３９、大和海運株式会社 

８８.８０ｍ×１３.００ｍ×６.４５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,０５９kＷ、平成５年５月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５１歳 

三級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成５年３月１７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成１９年８月２４日 

免状有効期間満了日 平成２５年３月１６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５９歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成３年１１月２１日 

免 状 交 付 年 月 日 平成１８年３月１４日 

免状有効期間満了日 平成２３年１１月２０日 

死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部外板に凹損及び球状船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷中央部外板に凹損及び左舷外板に破口 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか９人が乗り組み、仙台塩釜港の塩釜区第１区の塩釜

漁港北東方の塩釜市新浜の岸壁で清水の補給を終え、平成２３年６月１日

１４時２５分ごろ離岸して出航を開始した。 

船長Ａは、塩釜信号所（以下「信号所」という。）に出航時刻を携帯電話

で確認した際、入航船が航路を出たら管制信号が出航可に変更されるこ

と、貞山ふ頭からＢ船が出航すること、及び出航を早くすることとの連絡

を受け、Ａ船がＢ船より早く出航する旨の連絡と思い、機関長を機関の操
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縦に就かせて操船に当たり、極微速力前進から速力を上げながら南西進し

た。 

船長Ａは、船首方の貞山ふ頭からＢ船が離桟して出航を開始したことを

認め、なぜ離桟するのか疑問に思った。その後、Ａ船は、航路から出てき

た入航船と左舷対左舷で通過した。 

船長Ａは、Ａ船がＢ船より早く出航するので、Ｂ船より先に航路に入る

のだからＢ船が減速して停まるものと思い、港内全速力前進に増速し、１

４時３４分ごろ航路入口まで約５００ｍとなり、Ｂ船が約１,１００ｍに接

近していたものの、依然、Ａ船がＢ船より先に航路に入らなくてはならな

いと思って左舵を取った。 

Ａ船は、航路入口に向けて約７.８ノット（kn）の対地速力で左旋回を始

めたところ、間近にＢ船が接近し、危険を感じた船長Ａが機関を停止して

全速力後進をかけたが、１４時３７分ごろ、塩釜漁港東防波堤灯台南西方

において、船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか１０人が乗り組み、塩釜区第２区の企業の桟橋で揚

荷役を終え、１４時３０分ごろ離桟して出航を開始した。 

 船長Ｂは、船舶代理店から出航船がある旨を聞いており、機関長を機関

の操縦に当たらせて操船を行っていたが、船首配置の一等航海士より北方

からＡ船が出航する旨の報告を受け、１４時３３分ごろ航路入口まで約８

００ｍの貞山ふ頭第４バース付近を航行中にＡ船を初めて視認した。 

 船長Ｂは、Ａ船の船首の波の様子から、Ｂ船の方がＡ船より速く、先に

航路に入ることができるものと思い、１４時３４分ごろＡ船が約１,１００

ｍに接近していたものの、可変ピッチプロペラの翼角を半速力前進の１

０°として増速しながら約６.８kn の対地速力で北東進した。 

船長Ｂは、間もなくＡ船が左転して船体全体が見えるようになって増速

していることが分かり、翼角を５°に下げて減速し、一等航海士からＡ船

が迫る旨の報告を受け、衝突の危険を感じて翼角を０°としたのちに全速

力後進をかけたが、１４時３７分ごろＢ船とＡ船が衝突した。  

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 船長Ａは、本事故発生後に信号所に連絡の内容を確認したところ、早く

出航するのではなく、気を付けて出航するようにとの内容であり、Ａ船が

先に航路に入るものと考えたのは思い違いと分かった。 

船長Ａは、Ｂ船に対して汽笛により注意喚起信号を行わなかった。 

船長Ｂは、出航する際、信号所から出航の順番について連絡を受けたこ

とはなく、信号が出航可になると他船と一斉に出航しており、本事故の際

も出航の順番についての連絡を受けていなかった。 

船長Ｂは、入航する際、自船より小さい船と航路付近で行き会った経験

があり、Ａ船を視認して小さなガット船と思い、Ａ船、Ｂ船共に航路に入

ることが可能であるという考えもあった。 

船長Ｂは、Ｂ船が先に航路に入るものと思い、Ａ船に対して汽笛により

注意喚起信号を行わなかった。 

Ａ船及びＢ船は、出航中、ＶＨＦ無線電話による交信を行っていなかっ

た。 

船長Ｂは、本事故後、船橋に機関長のほかに１人おり、Ａ船をＶＨＦで
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 呼び出してＢ船より先にＡ船を出航させていれば、本事故の発生を防げた

と思った。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、仙台塩釜港の塩釜区第１区を南西進

中、船長Ａが、信号所より受けた連絡から、Ａ船

がＢ船より早く出航するものと思い込み、Ｂ船が

航路入口に接近していたものの、増速して航路入

口に向けて左転を始めたことから、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、塩釜区第２区を北東進中、船長Ｂが、

Ａ船船首の波の状況から、Ｂ船の方がＡ船より速

く、先に航路に入ることができるものと思い、Ａ

船が航路入口に接近していたものの、増速したこ

とから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、ＶＨＦ無線電話による交信を

行い、航路に入る順番を確認していれば、本事故

の発生を回避できた可能性があると考えられる。

原因 

 

 

 

本事故は、仙台塩釜港塩釜区において、航路入口に向けてＡ船が南西進

中、Ｂ船が北東進中、船長Ａが、信号所より受けた連絡から、Ａ船がＢ船

より早く出航するものと思い込み、増速して左転を始め、また、船長Ｂ

が、Ｂ船の方がＡ船より先に航路に入ることができるものと思い、増速し

たため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、Ｂ船は、船橋の入出港体制を機関長のほかに１人増員して３

人体制とした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・入出港時の船橋には、船長を補佐する航海士を配置することが望まし

い。 

・他船と同じ時間帯に入出航を行う際、ＶＨＦ無線電話を積極的に使用

して航路に入る順番についての情報交換を行うこと。 

 




